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版
決
め
の
ご
連
絡
は
25
日
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。
ご
連
絡
の
な
い
と
き
に
は
前
月
号
通
り
の
版
で
作
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

☆
迅
速
、
正
確
、
廉
価
な
F
A
X
を
ご
利
用
下
さ
い
。

12月号

別版
（A版）

見本紙

東京支社
東京都豊島区池袋本町4-1 -1
TEL 03-3985-3111 （代表）
FAX 03-3985-3112

大阪支社
大阪市北区南森町 1 - 4 - 1 9
TEL 06-6363-1951 （代表）
FAX 06-6363-1952

名古屋支社
名古屋市中区栄 4 - 1 3 - 1 9
TEL 052-241-3131 （代表）
FAX 052-262-3132

広島総局
広島市中区上八丁堀 8 - 2 6
TEL 082-227-6200 （代表）
FAX 082-227-6221

金沢総局
金 沢 市 香 林 坊 2 - 1 2 - 2 0
TEL 076-262-3110 （代表）
FAX 076-262-7094

平
成
十
八
年
度
の
税

制
改
正
に
お
い
て
、
一

定
額
ま
で
の
飲
食
費
に
つ
い
て

は
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る
と

聞
き
ま
し
た
。
忘
年
会
シ
ー
ズ

ン
に
入
る
前
に
そ
の
内
容
を
教

え
て
下
さ
い
。

平
成
十
八
年
度
税
制

改
正
に
よ
り
、
企
業
に

と
っ
て
嬉
し
い
交
際
費
の
改
正

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
飲

食
費
に
つ
い
て
は
、
会
議
費
に

含
ま
れ
る
規
定
は
あ
り
ま
し
た

が
、
金
額
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
以
下
に
そ
の
改
正
の

内
容
を
記
載
し
ま
す
。

1

規
定
の
内
容

飲
食
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

行
為
（
以
下
「
飲
食
等
」
と
い

い
ま
す
）
の
た
め
に
要
す
る
費

用
（
専
ら
当
該
法
人
の
役
員
若

し
く
は
従
業
員
又
は
こ
れ
ら
の

親
族
に
対
す
る
接
待
等
の
た
め

に
支
出
す
る
も
の
を
除
く
）
で

あ
っ
て
、
そ
の
支
出
す
る
金
額

を
基
礎
と
し
て
次
の
①
を
②
で

除
し
て
計
算
し
た
金
額
が
五
千

円
以
下
の
費
用
は
交
際
費
か
ら

除
外
さ
れ
ま
す
。

①

飲
食
等
の
た
め
に
要
す
る

費
用
と
し
て
支
出
す
る
金
額

2

適
用
時
期

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
二
月
決

算
の
会
社
で
あ
れ
ば
、
平
成
十

九
年
三
月
一
日
開
始
の
事
業
年

度
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

3

飲
食
等
の
参
加
者

交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る
飲

食
に
は
、
得
意
先
、
仕
入
先
等

の
社
外
の
者
の
参
加
が
要
件
と

な
り
ま
す
。
社
内
の
役
員
、
従

業
員
だ
け
の
飲
食
は
対
象
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
社
外

の
者
が
一
名
で
社
内
の
者
が
五

名
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
社
内

の
者
が
五
名
参
加
す
る
必
要
性

が
あ
る
場
合
に
は
交
際
費
か
ら

の
除
外
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
社
外
の
者
の
範
囲
に

は
、
子
会
社
や
関
連
会
社
の
役

員
、
社
員
も
含
ま
れ
ま
す
。

4

計
算
例

【
ケ
ー
ス
1
】
○
参
加
者
…
得

意
先
二
名
、
当
社
三
名
、
支
出

額
…
二
万
一
千
円

◎
一
人
当
た
り
支
出
額
…
二
万

一
千
円
÷
五
名
＝
四
千
二
百
円

こ
の
場
合
、
一
人
当
た
り
の

支
出
額
が
五
千
円
以
下
で
あ
る

た
め
全
額
が
交
際
費
か
ら
除
外

さ
れ
ま
す
。

【
ケ
ー
ス
2
】
○
参
加
者
…
得

意
先
三
名
、
当
社
三
名
、
支
出

額
…
三
万
六
千
円

◎
一
人
当
た
り
支
出
額
…
三
万

六
千
円
÷
六
名
＝
六
千
円

こ
の
場
合
、
一
人
当
た
り
の

支
出
額
が
五
千
円
を
超
え
ま
す

の
で
、
そ
の
全
額
が
交
際
費
と

さ
れ
ま
す
。
そ
の
超
え
る
金
額

で
は
な
く
、
三
万
六
千
円
全
額

が
交
際
費
と
な
る
と
こ
ろ
が
留

意
点
で
す
。

5

経
理
処
理

一
人
当
た
り
の
支
出
額
計
算

は
、
消
費
税
の
経
理
方
法
に
つ

い
て
税
込
経
理
し
て
い
る
場
合

は
税
込
金
額
に
よ
り
、
税
抜
経

理
し
て
い
る
場
合
は
税
抜
金
額

で
行
い
ま
す
。

②

当
該
費
用
に
係
る
飲
食
等

に
参
加
し
た
者
の
数

な
お
、
こ
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
は
、
飲
食
等
の

た
め
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

・
飲
食
等
の
あ
っ
た
年
月
日

・
飲
食
等
に
参
加
し
た
得
意
先
、

仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係

の
あ
る
者
等
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
そ
の
関
係

・
飲
食
等
に
参
加
し
た
者
の
数

・
費
用
の
金
額
並
び
に
そ
の
飲

食
店
、
料
理
店
等
の
名
称
及

び
所
在
地

・
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項

飲
食
費
五
千
円
基
準
の
取
扱
い

忘

年

会

シ

ー

ズ

ン

を

控

え

て
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よ
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よ
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よ
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今
年
も
「
年
末
調
整
」
の
時
期
に
な

り
ま
し
た
。
年
末
調
整
は
、
給
与
の
支

払
者
が
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人

一
人
に
つ
い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与

な
ど
の
支
払
い
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た

税
額
と
、
そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に
つ

い
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
額

（
年
税
額
）
と
を
比
べ
て
、
過
不
足
を
精

算
す
る
も
の
で
す
。

１
■

→

平
成
十
九
年
の
注
意
点

a

定
率
減
税
の
廃
止

平
成
十
一
年
以
降
長
く
続
い
て
い
た

所
得
税
額
の
定
率
減
税
措
置
が
平
成
十

八
年
を
最
後
に
廃
止
と
な
り
、
今
年
は

あ
り
ま
せ
ん
。

s

地
震
保
険
料
控
除
の
適
用
開
始

①

居
住
用
家
屋
・
生
活
用
動
産
を

保
険
又
は
共
済
の
目
的
と
し
、
か

つ
、
地
震
等
を
原
因
と
す
る
火
災

等
に
よ
る
損
害
に
基
因
し
て
保
険

金
又
は
共
済
金
が
支
払
わ
れ
る
地

震
保
険
契
約
に
係
る
地
震
等
損
害

部
分
の
保
険
料
又
は
掛
金
の
全
額

が
所
得
控
除
で
き
ま
す
（
最
高
五

万
円
）。

②

経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
十
八

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結

し
た
長
期
損
害
保
険
契
約
等
に
係

る
保
険
料
等
に
つ
い
て
は
、
従
前

の
損
害
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ

ま
す
（
最
高
一
万
五
千
円
）。

③

前
記
①
と
②
を
適
用
す
る
場
合

に
は
、
合
わ
せ
て
最
高
五
万
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

２
■

→

年
末
調
整
の
対
象
者

年
末
調
整
の
主
な
対
象
者
は
、
表
１

の
と
お
り
で
す
。

な
お
、「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

（
異
動
）
申
告
書
」
の
提
出
が
前
提
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

表1　年末調整対象者の選別（例） 

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人 

次のいずれかに該当する人 
 
　a　1年を通じて勤務している人 
　s　年の中途で就職し、年末まで勤務している人 
　d　年の中途で退職した人のうち、次の人 
①　死亡により退職した人 
②　著しい心身の障害のため退職した人で、その退
職の時期からみて、本年中に再就職ができないと
認められる人 

左欄に掲げる人のうち、次のいずれかに該当する人 
 
　a　本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超え
る人 

　s　2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の
給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等 （異動）申
告書」を提出している人 

今
年
か
ら
定
率
減
税
が
あ
り
ま
せ
ん 

年
末
調
整 

ポ
イ
ン
ト 

の 



3 12月号

表2　所得控除額一覧表 

【社会保険料控除額】 
　支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額 

【小規模企業共済等掛金控除額】 
　中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金（旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象）、確定拠出年金法の 
規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養 
共済掛金との合算額 

【地震保険料控除額】 
 

【生命保険料控除額】 
次の①と②の合計額（最高10万円） 
①　一般の生命保険料（次の個人年金保険料を除く）を支払った場合 
　イ　25,000円までの場合 支払保険料の全額 
　ロ　25,000円を超え50,000円までの場合 支払保険料×1/2＋12,500円 
　ハ　50,000円を超え100,000円までの場合 支払保険料×1/4＋25,000円 
　ニ　100,000円を超える場合 50,000円 
②　個人年金保険料（疾病等特約部分を除きます）を支払った場合 
　　上記①のイ～ニの区分に応ずる算式により計算した金額 

地震保険料の額（最高50,000円） 

旧長期損害保険契約の支払保険料 
①10,000円までの場合……支払保険料の全額 
②10,000円を超える場合 
 ……支払保険料×1/2＋5,000円 
 　　（最高15,000円） （　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ＋ 

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額（最高50,000円） 

障害者控除額 

配
偶
者
控
除
額 

扶
養
控
除
額 

寡婦（寡夫）控除額 

勤労学生控除額 

配偶者特別控除額 

基礎控除額 

障害者1人につき……270,000円　特別障害者1人につき……400,000円 

270,000円（特定の寡婦は、350,000円） 

270,000円 

原則として配偶者の給与収入が 
103万円超141万円未満の人が 
対象になる 

380,000円 

一般の 
扶養親族 

同居老親等 
以外の者 

同居老親等 

特定扶養親族 

一般の控除 
対象配偶者 

老人控除 
対象配偶者 

同居特別障害 
者である人 左記以外の人 

730,000円 

830,000円 

380,000円 

480,000円 

同居特別障害 
者である人 
（各１人につき） 

左記以外の人 
（各１人につき） 

730,000円 

980,000円 

830,000円 

930,000円 

380,000円 

630,000円 

480,000円 

580,000円 

老
人
扶
養
親
族 

※　控除対象配偶者、扶養親族……生計を一にする

配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委

託された児童（いわゆる里子）及び養護老人のう

ち、所得金額の合計額（繰越損失控除前）が38万

円以下の者（青色事業専従者又は白色事業専従者

とされる者を除く）。 

 

※　特定扶養親族……扶養親族のうち、昭和60年１

月２日から平成４年１月１日までの間に生まれた

者（年齢16歳以上23歳未満の者）。 

 

※　老人控除対象配偶者、老人扶養親族……昭和13

年１月１日以前生まれ（年齢70歳以上）の控除対

象配偶者、扶養親族。 

 

※　同居特別障害者……控除対象配偶者や扶養親族

が、特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者

又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同

居を常況としている者。 

 

※　同居老親等……老人扶養親族のうち、納税者又

はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶

者のいずれかと同居を常況としている者。 
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当
社
は
一
〇
万
円
以
上
二
〇

万
円
未
満
の
固
定
資
産
に
つ
い

て
、
い
わ
ゆ
る
、一
括
償
却
資
産
（
三
六

ヶ
月
償
却
）
の
取
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
前
期
に
取
得
し
た
一
括
償

却
資
産
の
全
部
を
除
却
し
た
の
で
す

が
、
そ
の
未
償
却
残
高
の
全
額
を
損
金

算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

残
念
な
が
ら
除
却
時
に
未
償

却
残
高
の
全
額
を
損
金
算
入
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

一
括
償
却
資
産
は
そ
の
償
却
対
象
額

を
一
つ
に
ま
と
め
て
事
業
年
度
ご
と
に

償
却
す
る
た
め
、
税
務
上
、
個
々
の
管

理
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
の
一
括
償
却
資
産

を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
後
の

各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
い
て
除
却
等
し
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
損

金
算
入
さ
れ
る
金
額
は
そ
の
除
却
等
が

な
か
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
計
算
さ

れ
る
損
金
算
入
限
度
額
と
な
り
ま
す
。

パートタイマーとして半年間勤務
した者が退職しました。その者につ

いて年末調整してもよろしいですか？

通常、年の中途の退職者について
は、年末調整を行いませんが、いわ

ゆるパートタイマーが年の中途で退職した場
合で次のすべての要件を満たしているとき
は、その退職時に年末調整を行います。
① 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提
出していること。
② 本年中の給与総額が103万円以下である
こと。
③ 退職後本年中に他の勤務先等から給与の
支払を受けると見込まれる者でないこと。
したがってその者が上記のすべての要件を

満たしていれば年末調整することとなりま
す。

年の中途で退職した
パートタイマーの年末調整

社長が海外にある提携企業に対し

て配偶者を同伴して表敬訪問するこ

とになりました。この場合の海外渡

航に係る費用は、税務上どのように取り扱わ

れるのでしょうか？

ご質問の場合、法人の業務の遂行

上の必要性については、その旅行の

目的、旅行期間等を総合勘案して実

質的に判定することとなります。本問におい

ては、提携企業への表敬訪問ということで法

人の業務の遂行上必要なものであるという前

提で、配偶者の旅費の取扱いについてお答え

します。

渡航者がその夫人、親族等を同伴する場合

の税務上の取扱いは業務の遂行上必要である

と認められる場合であっても、法人がその同

伴者に係る費用を負担したときは、その負担

した旅費は、原則として、その渡航者に対す

る給与として取り扱われます。

ただし、その同伴が次の場合のように、明

らかにその海外渡航の目的を達成するために

必要なものであるときは、その旅行について

必要と認められる費用の額は損金算入が認め

られます。

① その役員が常時補佐を必要とする身体障

害者であるため補佐人を同伴する場合

② 国際会議への出席等のために配偶者を同

伴する必要がある場合

③ その旅行の目的を遂行するために外国語

に堪能な者等を必要とする場合に適任者が

法人の使用人にいないため、その役員の親

族又は臨時に委嘱したものを同伴するとき

従って、ご質問の場合は、表敬訪問に夫人

を同伴する理由を明確にする必要があり、明

らかでなければ、夫人の旅費については社長

に対する給与として取り扱われることとなり

ます。

配偶者同伴の表敬訪問のため
の海外出張費用
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